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療育（発達支援）の定義
療育：高木憲次「療育とは、現代の科学を総動員して不⾃由な肢体を出来るだけ克服し、それによって幸に
も恢復したら『肢体の復活能⼒』そのものを（残存能⼒ではない）出来る丈有効に活⽤させ、以て⾃活の途の
⽴つように育成することである。」《昭和２６年１⽉１⽇ 療育〈第１巻第１号〉療育の根本理念 １、療育の定義よ
り》

療育：高松鶴吉 「注意深くていねいに配慮された子育て」⾼松鶴吉︓療育とはなにか，ぶどう社，1990》
療育：宮田広善 障がいのある子どもが地域で育つ時に生じる様々な問題を解決し健やかな育ちを支援する
努力のすべて。その目標は、成人期に豊かで充実した自分自身のための人生を送ることができる人を育てる
こと。《宮田広善：子育てを支える療育～医療モデルから生活モデルへの転換を～,ぶどう社,2001》

発達支援：児童発達⽀援は、障害のある⼦どもに対し、⾝体的・精神的機能の適正な発達を促し、⽇常⽣活及
び社会⽣活を円滑に営めるようにするために⾏ う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、⼼理的、教育的及
び医療的な援助である。具体的には、障害のある⼦どものニーズに応じて、「発達⽀援 (本⼈⽀援及び移⾏⽀
援)」、「家族⽀援」及び「地域⽀援」を総合的に提供 していくものである。 《児童発達⽀援ガイドライン》

子どもに対して行う支援内容のことは、療育という言葉で表現されていた。現在では発達支援という言葉
が使われており、この発達支援という言葉は、本人への支援だけに止まらず、家族への視点と、地域への
支援及び連携まで包含した広い概念に発展している
《全国児童発達支援協議会監修：新版 障害児通所支援ハンドブック，エンパワメント研究所，2020，p13 》



今日本が目指している社会
①共生社会（＝障がいの有無によって分け隔てられない社会）の実現
・障がいのある人とない人が具体的に接し、かかわり合う中で全ての人の尊厳が
守られる社会

・これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障がい者等が
積極的に参加・貢献できることができる社会

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に
認め合える全員参加型の社会

②こどもまんなか社会の実現
常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組み・政策を我が国社会の

真ん中に据えて、こどもの視点で、こどもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こど
もの権利を保障し、こどもを誰一人と取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しする



こども施策の基本理念
○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される
権利が守られ、平等に教育を受けられること
○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、
社会の様々な活動に参加できること
○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの
今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること
○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で
育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること
○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること

地域における児童発達⽀援センター等を中核とした障害児⽀援体制整備の⼿引き：R6.7⽉





こどもの虐待発生の危険性を大きくする要因



発達の気になる子の保護者の負担とリスク

負担 リスク
•育てにくさ  ・子育ての辛さ・負担感
•関わりにくさ   ・達成感・喜びの少なさ
•理解のしにくさ  ・親としての自信の喪失
•行動の問題への心配 ・適切に関わる回数の減少
•将来への心配



H３０年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業「放課後等デイサービスガイドラインのあり方」報告書
・保育所保育指針解説 2018.2 厚労省 引用 一部改変
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「育ち（育成）の支援」機能
（全ての子どもの育ちの保障）

生活と遊び、環境

「発達支援」機能
（障害への合理的配慮）
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障害児通所支援の社会的位置づけ



気になるこどもの子育てを支援する
こどもを育てているのは家族
こどもの発達を支えるためには
まず家族を支えることが大切

家族の情緒が安定しないとこどもの情緒は安定しない

そのために必要な環境を整える＝個々に合わせた合理的配慮
地域の連携が不可欠（個別支援計画の共有）

教育・福祉・医療・地域が連携し、支援会議を定着させる
目標と手立てを共有し、チームで子育てを支援する



発達の凸凹・障害の特性・パステルゾーン
・無理解
・誤った対応

・理解
・適切なサポート

失敗体験
生きづらさ 自己理解・成功体験

自己肯定感がふくらむ
生きやすさ

・理解
・適切なサポート

・学習や生活面でのつまずき
・友達や家族など対人トラブル
・環境への不適応 など

無理解・叱責・罰

不安・ストレス・逃避
自己肯定感がしぼむ

二次障害
・うつ・不登校・不安障害・適応障害・ひきこもり
・非行・暴力・自律神経失調症・反抗挑戦性障害・依存症 など

悪化

環境調整
肯定的なかかわり

環境調整
肯定的なかかわり

大切なのは
・肯定的なかかわり
・環境調整
・理解と適切なサポート
（合理的配慮）



障害児支援の基本理念
〇 障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供（こどものウェル
ビーイングの向上、エンパワメントを前提とした支援）
〇 合理的配慮の提供（社会的なバリアを取り除くための対話・検討）
〇 家族支援の提供（家族のウェルビーイングの向上、エンパワメントを前
提とした支援）
〇 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進（一般のこども施
策との併行利用や移行に向けた支援、地域で暮らす他のこどもとの交流な
どの取組）
〇 事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供（関係機関や関係
者の連携による切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築）

地域における児童発達⽀援センター等を中核とした障害児⽀援体制整備の⼿引き：R6.7⽉



地域における障害のあるこどもと家族への
支援体制の整備に係る基本的な考え方

〇 障害の有無に関わらず身近な地域で育ち・暮らすことができる体
制を整備すること
〇 こどもと家族をまんなか（中心）に据えて、地域の関係者・関係
機関が連携して、「切れ目なく」「漏れなく」必要な支援が行われ
る地域づくりを進めること
〇 個々のニーズに応じた質の高い支援を提供する体制を整備するこ
と、加えて、こども施策全体の中での支援を進め、インクルージョ
ン（社会的包摂）を推進すること

地域における児童発達⽀援センター等を中核とした障害児⽀援体制整備の⼿引き：R6.7⽉



胎生期 胎生期における母親の不安への支援

新生児期（おおよそ２ か月まで） 先天性障害の告知とフォロー、治療・訓練の方針提示、家族への支援

乳児期（主として０～３歳未満） 健康診査後のフォロー、家庭における子育て、機能訓練、豊かな感覚的な遊び
の体験、親子療育の開始、家族の障害受容のための支援

幼児期
前期（主として３歳～５歳未満） 発達段階に応じた遊びを通した達成感の経験、集団での療育、地域の集団への

参加の可能性、子どもに応じた複数の発達アセスメント

後期（主として５歳～就学まで） 就学に向けての支援、豊かな遊びを通した対人関係の構築と生活体験の広がり

学童期（主として就学～１２歳まで） 能力に応じた臨機応変かつ適切な教育の提供、
将来に向けて必要な生活体験、性教育、意思
表現及び意思表明の機会、進学に向けた支援思春期（主として１３歳～１７歳） 卒業後に向けた就労体験生活

体験、移行支援

青年期
前期（主として１８～20歳） 地域・就労定着支援、本人のストレングスを活かした本格的な相談支援の開始

後期（主として２０歳代） 余暇・休日の過ごし方、適切な就労先の見直し、一人暮らしへの支援、本格的
な意思決定支援の開始及び自己決定された暮らしの提供

成人期

前期（主として３０～４０歳代） 地域のイベントへの参加、地域での居場所づくり、趣味を増やすための支援

中期（主として５０歳代～６５歳未満） 体力と本人の意欲に応じた生活の見直し、高齢期に向けた準備、保護者が後期
高齢の年齢になっていることへの対応

後期（主として６５歳以上） 介護との連携、自己決定された暮らしが継続されているかのチェック

ライフステージと各時期の中心的な課題（障害児・者の例）
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第 1 章 総論

児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版①）

１．ガイドラインの目的

児童発達支援について、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、児童発達支援センター及び児童発達支援事業所 （以下単に「事業所等 」とい
う。）における児童発達支援の内容や運営及びこれに関連する事項を定めるもの。

２．こども施策全体の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。
○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に参加できること。
○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられ
ること。

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保さ
れること。

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

こども施策の基本理念

３．障害児支援の基本理念

○ こどもの発達全般や障害の特性・行動の特性等を理解し、こどものウェルビーイングの向上につながるよう、必要な発達支援
を提供すること。
○ こどもの特性に合わない環境や不適切な働きかけにより二次障害が生じる場合があることを理解した上で支援を提供すると
ともに、 こども自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること。

障害の特性を踏まえた
ニーズに応じた発達支援の提供

（１）

○ 障害のあるこどもや保護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が障害のあるこどもの活動を制限
する社会的なバリアとなっているのか、また、それを取り除くために必要な対応はどのようなものがあるか、などについて検討し
ていくこと。

合理的配慮の提供（２）

○ 家族の支援にあたっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につながるよう取り組んでいくこと。家族自身
が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること。

家族支援の提供（３）

○ 障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での連続性を意識し、こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、インク
ルージョン推進の観点を常に持ちながら、こどもや家族の意向も踏まえ、保育所、認定こども園、幼稚園等の一般のこども施策と
の併行利用や移行に向けた支援や、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組を進めていくこと。

地域社会への
参加・包摂（インクルージョン）の推進

（４）

○ こどものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養護、就労支援等の関係機関や障害当事者
団体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ること。

事業所や関係機関と連携した
切れ目ない支援の提供

（５）



第 ２ 章 児童発達支援の全体像

１．定義

２．役割

○ 主に就学前の障害のあるこども又はその可能性のあるこどもに対し、個々の障害の状態及や発達の状況、障害の特性等に応じた発
達上のニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行うほか、こどもの発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うこと。

○ 全てのこどもが共に成長できるよう、障害のあるこどもが、可能な限り、地域の保育、教育等を受けられるように支援（移行支援）を
行うほか、こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）していくこと。

児童発達支援の役割（１）

○ 地域の障害児支援の中核的役割を担う機関として、（１）の役割に加えて、自治体や、障害福祉・母子保健・医療・子育て支援・教育・社
会的養護など、こどもの育ちや家庭の生活に関わる様々な分野の関係機関との連携を進め、地域の支援体制の構築を図っていくこと。

児童発達支援センターの
中核的役割

（２）

３．児童発達支援の原則

○ 児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活
への適応のための支援を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療・・・を行うことをいう。
○ 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を
必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的
とする施設とする。

こどもが充実した毎日を過ごし、望ましい未来を作り出し、ウェルビーイングを実現していく力の基礎を培うことが重要であることから、以下を目
標として支援を提供していくことが必要である。

乳幼児期は、障害の有無にかかわらず、こどもの生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期であることから、安定したアタッチメント （愛
着） を形成していくこと。将来のこどもの発達・成長の姿を見通しながら、日常生活や社会生活を円滑に営めるよう、障害の状態や発達の状況、障
害の特性等に応じ、様々な遊びや多様な体験活動の機会を提供することを通じて、こどもの自尊心や主体性を育てつつ、発達上のニーズに合わせ
て、こどもの育ちの充実を図ること。

こどもの家族の意向を受け止め、こどもと家族の安定した関係に配慮し、きょうだいを含めた家族をトータルに支援していくことを通じて、こど
もの暮らしや育ちを支えること。

こどもや家族の意向を踏まえながら、保育所、認定こども園、幼稚園等との併行利用や移行を推進していくとともに、地域との交流を図るなど、
地域において全てのこどもが共に成長できるよう支援することを通じて、こどもと地域のつながりを作っていくこと。

こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる地域の関係機関や他の事業所等との連携を通じて、こどものライフステージや家庭の状況に応じて、
切れ目のない一貫した支援を提供することにより、こどもと家族が包括的に支えられ、地域で安心して暮らすことができる基盤を作っていくこと。

児童発達支援
の目標

（１）

〇 アタッチメントの形成とこどもの育ちの充実

〇 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定

〇 こどもと地域のつながりの実現

〇 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進

児童発達支援ガイドライン（令和６年７月）（詳細版②）



第 1 章 総論

放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月）（詳細版①）

１．ガイドラインの目的

放課後等デイサービスについて、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提供するため、放課後等デイサービスにおける支援の内容や運営及びこれに関連する
事項を定めるものである。

２．こども施策の基本理念

○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。
○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に参加できること。
○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられ
ること。

○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保さ
れること。

○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

こども施策の基本理念

３．障害児支援の基本理念

○ こどもの発達全般や障害の特性・行動の特性等を理解し、こどものウェルビーイングの向上につながるよう、必要な発達支援
を提供すること。
○ こどもの特性に合わない環境や不適切な働きかけにより二次障害が生じる場合があることを理解した上で支援を提供すると
ともに、 こども自身が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること。

障害の特性を踏まえた
ニーズに応じた発達支援の提供

（１）

○ 障害のあるこどもや保護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行など、何が障害のあるこどもの活動を制限
する社会的なバリアとなっているのか、また、それを取り除くために必要な対応はどのようなものがあるか、などについて検討し
ていくこと。

合理的配慮の提供（２）

○ 家族の支援にあたっても、こどもの支援と同様、家族のウェルビーイングの向上につながるよう取り組んでいくこと。家族自身
が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすること。

家族支援の重視（３）

○ 障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での連続性を意識し、こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、インク
ルージョン推進の観点を常に持ちながら、こどもや家族の意向も踏まえ、放課後児童クラブ等の一般のこども施策との併行利用
や移行に向けた支援や、地域で暮らす他のこどもとの交流などの取組を進めていくこと。

地域社会への
参加・包摂（インクルージョン）の推進

（４）

○ こどものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養護、就労支援等の関係機関や障害当事者
団体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ること。

事業所や関係機関と連携した
切れ目ない支援の提供

（５）



第 ２ 章 放課後等デイサービスの全体像

１．定義

２．役割

３．放課後等デイサービスの原則

○ 放課後等デイサービスとは、学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）又は専修学校等（同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第１項に
規定する各種学校をいう。以下同じ。）に就学している障害児（専修学校等に就学している障害児にあっては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日におけ
る支援の必要があると市町村長（特別区の区長を含む。）が認める者に限る。）につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に
通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

一人一人の人間性の成長にしっかりと目を向けながら、こどもが安全・安心で自分らしく過ごせる居場所として、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、多様な遊
びや体験活動等の機会を提供することにより、こどもが自己肯定感や自己有用感を高め、ウェルビーイングを実現していく力を培うことが重要であることから、以
下を目標として支援を提供していくことが必要である。

一人一人の人間性の成長にしっかりと目を向け、単に知識やスキルを身につけるのではなく、生きる力や自立心を育てていくとともに、将来のこどもの発達・
成長の姿を見通しながら、日常生活や社会生活を円滑に営めるよう、障害の状態や発達の状況・障害の特性等に応じ、様々な遊びや学び、多様な体験活動の機
会を提供することを通じて、こどもの自尊心や主体性を育てつつ、発達上のニーズに合わせて、こどもの育ちの従事を図ること。

こどもの家族の意向を受け止め、こどもと家族の安定した関係に配慮し、きょうだいを含めた家族をトータルに支援していくことを通じて、こどもの暮らしや育
ちを支えること。

こどもや家族の意向を踏まえながら、地域の学校等や放課後児童クラブ、児童館等の教育や子育て支援施策、地域の活動と連携し交流を進めるとともに、放課
後児童クラブを併用している場合には、十分な連携を図る等を通じて、こどもと地域のつながりを作っていくこと。

こどもの育ちや家庭の生活の支援に関わる地域の関係機関や他の放課後等デイサービス事業所、地域の障害児支援の中核的な役割を担う児童発達支援セン
ター等との連携を通じて、こどものライフステージや家庭の状況に応じて、切れ目のない一貫した支援を提供することにより、こどもと家族が包括的に支えられ、
地域で安心して暮らすことができる基盤を作っていくこと。

放課後等デイ
サービスの目標

（１）

〇 生きる力の育成とこどもの育ちの充実

〇 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定

〇 こどもと地域のつながりの実現

〇 地域で安心して暮らすことができる基盤づくりの推進

〇 学齢期の障害のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発達の状況・障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて本人への発達支援（本人支援）を行うほか、こども
の発達の基盤となる家族への支援（家族支援）を行うことが求められる。
また、全てのこどもが共に成長できるよう、学校、特別支援学校、専修学校等（以下「学校等」という。）と連携を図りながら、小学生の年齢においては放課後児童クラブ等

との併行利用や移行に向けた支援を行うとともに、学齢期全般において地域の一員としての役割の発揮や地域の社会活動への参加・交流を行うことができるよう支援（移
行支援）を行うことも求められる。
さらに、こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援（地域支援・地域連携）していくことも求められる。

放課後等デイサービスガイドライン（令和６年７月）（詳細版②）



児童期の支援に関する基本的視点 「3本柱」

★児童期の三つの支援の視点

• 発達支援：狭義の発達支援と生活支援、移行支援（インクルージョン）

• 家族支援：子どもの成長発達と家族、保護者 への支援、
きょうだいや家族の存在

• 地域連携（関係機関の把握と調整、役割分担） 

＊「3本柱」は個別支援計画に盛り込んでいく



移⾏
⽀援

児童発達支援の３つの要素
本⼈
⽀援



注意深く配慮されたていねいな子育て

参考文献：「ことばの遅い子」「ことばをはぐくむ」中川信子氏著（ぶどう社）

脳幹
「からだ」の働きや生
命の働きをつかさどる

大脳辺縁系
「こころ」の働きの元
じめ

大脳皮質
「知力」や「ことば」
を働せるところ

�,
Å�m�X�“�U�G
~
「規則正しい生活」「体の発達
に添った十分な運動」で土台を
しっかり

�\�\�–�›��o�”
楽しい食事、嬉しい遊びおもし
ろいい体験、わかってもらえる
安心感、大好きな人がいる喜び

�˜�T�”�\�q�y�~�\�q�U�’
�›
ÿ�•�b

①子どもにわかりやすいやり
方を工夫しながら、意識的に
いろんな経験を増やす
②実体験のたびに、丁寧にこ
とばを添え、子どもの気持ち
を読み取り代弁する

学習の基礎
「からだが元気」
「心がすこやか」
「安心できる環境」



・ 本人の意向や家族の要望に基づく到達目標を設定してサービスを提供する
・ 利用者のできないことだけでなく、できること、強さ（ストレングス）に
着目する

・ 到達目標を達成するための個別支援計画を作成する
・ エンパワメントを高める
・ 必要に応じて、関係機関との連携を図りながらサービスを提供する

※個別支援計画の作成は、サービス等利用計画と連動し、利用者・サービス管理責
任者・実際にサービスを提供する職員の三者間の協働で行う

サービス提供の基本的考え方
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サービス等利用
計画と連動



・相談支援時の情報
が整理されているか

・事業所として利用者
のニーズに応えられ
るか

・サービスの選択と利
用契約内容は適切か

・初期状態の把握は
適切にできているか

・到達すべき目標の
設定は妥当か

・サービスの期間設定
や利用領域は適切か

・ニーズの個別支援計
画への反映は十分か

・利用者への十分な説明
と合意が得られているか
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・目標は達成されたか
・利用者は満足してい
るか
・契約は履行されたか
・サービス提供職員の
意見
・次の目標への準備は
できているか
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こどもの支援のプロセス
こどもが示す現状をありのままにとらえる

（知識と客観的視点）
把
握

とらえた状況を障害特性、発達段階、生活環境と照合する
（情報収集と評価と想定）

分
析

年齢相応の姿の想定と状況を照合し、
次の段階（姿）を創造する （創造と方針の決定）

計
画

因子を分類し、それぞれに分析しながら、深める

発達段階による因子

生活年齢 年齢特徴 認知特性

障害特性による因子
発達年齢 運動特性 感覚特性
認知特性 学習形態

環境(人,場所,時間)による因子

家庭環境 友達関係 活動の場
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個別支援計画による支援
（ＰＤＣＡサイクル）
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乳幼児期

学齢期

成人期
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自律の芽生え 基本的信頼感
自尊感情の育ち

自律

自己実現
自立

意思決定への参加
自主性の育ち
役割の自覚と責任意識の育成
自己決定に基づいた成功体験
自己肯定感の育成
自己概念の形成
社会の一員として活動

関わりそのものが
発達を促す

安心感

児童期のアセスメントのポイント5領域の視点
を踏まえた
アセスメント



発達支援（本人支援） ５領域の設定

! 支援にあたっての配慮事項（合理的配慮）
障害種別、特性に応じた必要な配慮の提供
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こどもたちを支援するために
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ニーズ・課題の整理表作成時の留意点（例）
№ 発達ニーズ・

意向等の把握
初期状態の評価

（利用者の状況・環境の状況）
支援者の気になること・推
測できること（事例の強み・

可能性）

解決すべき課題

発達
支援

家族
支援

地域
支援

・「誰に即したニー
ズ」かを明確に記載
し整理することがポ
イント

例えば、
①保護者のニーズを
子どもが欲したよう
に書かないこと

②支援者から見た発
達ニーズ（ 感覚
ニーズや運動ニーズ
等）を5領域に沿っ
てわけること

・まずは、聞き取り
表、モニタリング情
報等に記載されてい
る状況で左記に挙げ
たニーズに該当する
文言をそのまま抽出
する

・すでに参考とする
書類の記載者（保護
者、相談支援専門員、
職員等）の主観のも
とに記載されている
可能性が高いことに
留意して読み取る

・「支援者が気に
なる」等と思う根
拠は何か？

・障害特性や家族
像、地域資源等の
一般的なイメージ
から推察される
「強み・可能性」
の記載にとどまら
ないこと

・より個別性を重
視し、具体的に記
載する

左記のニーズの把握、状態の評価の内容を基に
論理的に記載する

・左記のニーズの
記載内容と主語が
一致するとは限ら
ない。解決すべき
課題の主語を明確
化することでどこ
にアプローチすべ
きかが定まる

・ここで挙げられ
た記載内容が、
「個別支援計画」
の具体的な到達目
標となりうる



発達支援（本人支援）のポイント

! こどもはこどもとして育てられる

! こども本人にとっての最善の利益の追求

! 障害ゆえの個別的配慮・合理的配慮への視点

! 育ちにはさまざまな個性があり、状態があるからこそ、可能な限り
多様な視点での理解に努める

＊個々のこどもに応じた生活や遊び等の中での5領域の視点を網羅した
オーダーメイドの支援



個別支援計画作成におけるニーズの把握、課題の整理
• 本人のニーズ（本人が求めること、経験できるといいこと）をとらえる
• 家族のニーズをとらえる（家族のニーズが子どものニーズとは限らない）
• 生活の中から、「ありのままの」現状をとらえる
• 背景となる発達上の課題、障害特性による課題をとらえる
• 家族での生活の現実的、具体的場面を想像する
• こどもの力や強みをとらえる
• 家族の持つ力をとらえ、子育て環境をとらえる＝子育てを支援する
• 「なぜ！」を意識して分析する：なぜ課題と思うか？ なぜできないか？
• 学習（誤学習と未学習）の視点
・こどもの力や強みと苦手・弱さの視点

⇒苦手・弱さをリフレーミングすることで､支援の視点に気づくことがある
（必ずしも悪いことではない、できている部分もある、支援に活用できる
いい部分がある・・・）
⇒できている部分を伸ばす、活用する、発展させる



・ 主語を明確にすること
・ 事実と思い・推測を区別すること
・ 全体と部分（生活、発達等の要素）をみること
・ 発達の順序性と非順序性（非定型）の視点
・発達における関係性のベースづくり、発達の方向性、相互関連性の視点
・ 学習（誤学習と未学習）の視点
・ 得意・強みと苦手・弱さの視点
⇒苦手・弱さをリフレーミングすることで､支援の視点に気づくことがある：必ずしも悪い
ことではない、できている部分もある、 支援に活用できるいい部分がある・・・）
⇒できている部分を伸ばす、活用する、発展させる

・ 多様な関係機関との役割分担と協働の視点
⇒ 事業所としてのコンセプトと照らし合わせること

⇒ アセスメントの要約をする（100～200文字程度）＝どう見立てて、どんなふうに支
援していくのか、ストーリーを描く

課題の整理で大切な視点



• 相談支援等アセスメントに基づき個別支援計画を作成
• 本人や家族のニーズがきちんと反映されているか？
• 支援者側の押し付けになっていないか？
• 本人や家族を中心とした計画を、本人、家族と一緒に作っていく過程こそが大切

→ 自分たちの支援計画をラフスケッチする力をつける
→ 自分たちの人生に責任を持つという視点

• 本人や家族が分かりやすい言葉で書く
• 支援内容を抽象的な言葉でごまかさない
（例 ： 安定した生活、楽しい暮らし、薬がちゃんと飲めるように・・・ｅｔｃ）
• 具体的な目標、期間を設定する。数量化出来るように努める。→ 定期的に評価を行う
• 小さなステップを踏むような計画になっているか（スモールステップ）
• 本人や家族が出来ることは、やらない
• アセスメントの要約をする（100～200文字程度）＝どう見立てて、どんなふうに支援していく
のか、ストーリーを描く

個別支援計画作成のポイント
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〇個別支援計画の作成に当たっては、こどもの意思の尊重（年齢及び発達の程度に応じた意見
の尊重等）及びこどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて作成することが必要である。
〇それぞれの記載項目について、こどもと家族の意向とアセスメントを踏まえて、つながりを
持って作成していくことが必要である。
〇「利用児及び家族の生活に対する意向」も踏まえて「総合的な支援の方針」を設定し、それ
を受けた「長期目標」「短期目標」それを達成するための「支援目標及び具体的な支援内容
等」を設定すること。
〇５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・ コミュニケーション」「人
間関係・社会性」）の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、５領域の視点を網羅した
支援を行うことが必要である。この際、５領域の視点を持ちながら、こどもと家族の状況を多
様な観点・情報から総合的・包括的に確認・分析してそのニーズや課題を捉え、そこから必要
な支援を組み立てていくことが重要であり、単に５領域に対応する課題や支援への当てはめを
行うだけのアセスメント・計画作成にならないよう留意すること。なお、発達支援は個々のこ
どもへのアセスメントを踏まえたオーダーメイドの支援を行うものであり、支援目標や支援内
容がそれぞれのこどもについて同一のものとなることは想定されないこと。

個別支援計画全般に係る留意点 



○「支援目標及び具体的な支援内容等」においては、発達支援の基本となる「本人支援」
「家族支援」「移行支援」について必ず記載すること。
また、「地域支援・地域連携」（例：医療機関との連携等）については、必要に応じて記載
することとするが、関係者が連携しながらこどもと家族を包括的に支援していく観点から、
当該事項についても積極的に取り組むことが望ましい。

〇アセスメントに基づくこどもの状態像の把握を適時に行いながら、 PDCAサイクル（Plan
（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action （改善）で構成されるプロセス）により支
援の適切な提供を進めることが必要である。
個別支援計画の作成後も、こどもについての継続的なアセスメントによりこどもの状況等に
ついて把握するとともに、計画に基づく支援の実施状況等の把握を行い、モニタリングの際
には、作成した個別支援計画に定めた支援目標に対する達成状況等の評価を行い、これを踏
まえて個別支援計画の見直しを行うこと。



こども家庭庁のHP確認して下さい
●各種ガイドライン手引き等について
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline
_tebiki

●幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン
（はじめの100ヶ月育ちのビジョン）
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo_sodachi

●こどもまんなか社会
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo_sodachi

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo_sodachi

